
 

 

2026 年 4 月 14 日 

 

各  位 

仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 

株式会社 仙 台 銀 行 

 

 

法人向けインターネットバンキング等における先方負担振込手数料の設定変更について 

 

 

株式会社仙台銀行（本店 仙台市 頭取 坂爪 敏雄）では、2026年2月2日に当行ホーム

ページにて公表のとおり、5月1日（金）から振込手数料を改定いたします。 

手数料改定に伴い一部のお客さまにおいて、下記のとおり手数料設定の変更が必要となり

ますので、ご案内いたします。 

 

記 

１． 設定変更が必要なお客さま 

（１）法人向けインターネットバンキングをご利用のお客さまで、先方負担手数料を設定し、

かつ「基準手数料を使用しない」設定のお客さま 

（２）アンサーサービス（ＶＡＬＵＸ端末ＳＰＣ・ＨＴ）および、全銀ＶＡＬＵＸをご利用

のお客さまで、先方負担手数料設定をご利用のお客さま 

 

２．先方負担手数料ご利用のお客さまの手続き 

振込の際、振込手数料を先方負担（実費分を差引）とされているお客さまにつきまし

ては、変更登録（金額区分・手数料金額）が必要となりますので、変更登録をお願いい

たします。 

変更の手順は、別紙を参照願います。 

 

上記サービスにおける振込手数料の改定内容               （税込） 

金額区分 金額 金額区分 金額
5万円未満 5万円未満

5万円以上 5万円以上

5万円未満 110円 5万円未満

5万円以上 330円 5万円以上

5万円未満 275円 5万円未満 440円（+165円）

5万円以上 440円 5万円以上 440円

無料

現行 改定後

無料同一店内

本支店宛

他行あて

振込区分

無料

 

※きらやか銀行への振込も本支店宛手数料（提携先）が適用となります。 



 

 

 

３． ご留意事項 

（１）振込指定日が5月1日（金）以降のお振込みについては、改定前に振込予約をいただい

た分についても、改定後の振込手数料が適用されます。 

（２）4月中のお取引にかかる手数料を、5月に後納扱いで引落としする場合は、改定前の 

手数料が適用されます。 

（３）振込手数料を受取人負担（実費分を差引）とする場合、4月30日（木）以前に5月以降

の振込予約を行う際は、当該取引操作時に変更登録を完了しておく必要があります。 

（４）変更登録せずに現行の手数料のまま差引きして振込まれた場合、受取人へ振込金額が

少なく（または多く）入金されますのでご注意ください。 

（５）「下請法（下請代金支払遅延等防止法）」の改正法により2026年1月1日に施行された

「取適法（製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に 

関する法律）」では、振込手数料を中小受託事業者に負担させることを禁止しており

ますので、今回ご案内する先方負担手数料をご利用の際はご留意ください。 

    

 

以上 

 

 

 

本件に関する問合せ先 

仙台銀行サポートセンター 

電話番号 0120-8661-39 

平日 9：00～17：00 



 

 

【別紙 1】法人向けインターネットバンキング先方負担手数料設定方法（※先方負担手数料を利用の場合のみ） 

１．先方負担手数料設定実施手順 

（１）トップページより管理画面を選択ください。 

 

（２）企業管理を選択ください。 

 

（３）手数料情報の先方負担手数料(総合振込)の変更を選択ください。 

 



 

 

（４）先方負担手数料を設定ください。 

①基準手数料を使用される場合は、 

基準手数料⇒「使用する」⇒「手数料を読み込む」を選択ください。 

   ⇒手数料パターン一覧金額が表示となります（当ページの下部図） 

⇒適用最低支払額を入力後、更新ください。 

②基準手数料を使用しない場合は、 

基準手数料⇒「使用しない」⇒個別に手数料パターン一覧へ金額を入力ください。 

⇒適用最低支払額を入力後、更新ください。 

① 基準手数料を使用される場合 

 

② 基準手数料を使用しない場合 

 



 

 

（5）変更完了画面となります。 

「以下の内容で先方負担手数料情報を変更しました。」と表示されますので変更内容の確認をお願いいたします。 

 

 

２．ご留意事項 

（１）先方負担手数料については振込手数料を支払先で負担して頂く場合に登録し、振込金額から振込手数料を

差し引いて振込を行う機能となります。 

（２）今回手順は「先方負担手数料」の操作手順となりますので、先方負担手数料の設定をご利用のお客さま向

けのご案内となります。 

（３）お振込み指定日が 2026 年 5 月１日以降となる振込にご利用となる場合には、今回手順を振込前にお客さ

まにて入力設定の必要がございます。 

 

 

 

 

 



 

 

【別紙 2】アンサーサービス（ＶＡＬＵＸ端末ＳＰＣ・ＨＴ）・全銀ＶＡＬＵＸ先方負担手数料設定方法 

（※先方負担手数料を利用の場合のみ） 

 

1. はじめに 

（１）ＦＢソフトのオフィスバンクバリュー画面にて設定方法を例示させていただきます。 

その他ＦＢソフトをご利用のお客さまはお手数ですが各ソフトの取扱マニュアル等をご参考下さるよ

うお願い申し上げます。また、当行以外からのＦＢソフトや専用機器を購入されているお客さまはお取引

金融機関へお問合せ下さい。 

（２）総合振込サービスにおいて、委託者コード（依頼人コード）を複数ご契約いただいている場合、「デ

ータ領域」が複数設定されております。そのため、データ領域（委託者コード）毎に振込手数料の変更

が必要となります。但し、「外部データ処理」をご利用の場合振込手数料の変更は、不要となります。 

 

２．先方負担手数料設定実施手順 

（１）ログインしていただきトップページより一括伝送を選択ください。 

 

 

（２）一括伝送タブ⇒2.総合振込⇒4.マスタ登録⇒4.振込手数料登録をそれぞれ選択ください。 

.  

 

１ 

2 3 



 

 

 

（３）下記画面にて①～④を入力ください。 

①銀行コードを選択（各金融機関ごと設定があれば入力） 

 ②先方負担タブを選択し 

③振込金額（金額区分を確認）銀行ごとに変更が必要であれば入力 

 ④2026年 5月 1日以降振込予定の先方負担手数料額を入力し登録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ご留意事項 

（１）先方負担手数料については振込手数料を支払先で負担して頂く場合に登録し、振込金額から振込手数料を

差し引いて振込を行う機能となります。 

（２）今回手順は「先方負担手数料」の操作手順となりますので、先方負担手数料の設定をご利用のお客さま向

けのご案内となります。 

（３）お振込み指定日が 2026年 5 月１日以降となる振込にご利用となる場合には、今回手順を振込前にお客さ

まにて入力設定の必要がございます。 
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